
第50号議案 

神戸市手数料条例の一部を改正する条例の件 

神戸市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年８月31日提出 

神戸市長 久   元   喜   造   

神戸市手数料条例の一部を改正する条例 

神戸市手数料条例（平成12年３月条例第77号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（手数料） （手数料） 

第２条 市長は、次の各号に掲げる事

務につき、それぞれ当該各号に定め

る額の手数料を徴収する。 

第２条  市長は、次の各号に掲げる事

務につき、それぞれ当該各号に定め

る額の手数料を徴収する。 

(1)～ (10の 3) ［略］  (1)～ (10の 3) ［略］  

 (10の 4) 行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等

に関する法律に規定する個人番号、

個人番号カード、特定個人情報の

提供等に関する省令（平成26年総

務省令第85号）第28条第１項の規

定に基づく個人番号カードの再交
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付 １枚につき 800円  

(11)～ (158) ［略］   (11)～ (158) ［略］ 

附  則  

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市手数料条例

の規定は、令和３年９月１日から適用する。 

 

理     由  

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成25年法律第 27号）の改正に伴い、条例を改正する必要があるため。 

- 7 -


